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各 所 属 長 殿

青 森 県 警 察 本 部 長

青森県道路交通規則の一部を改正する規則の制定について

この度、青森県道路交通規則の一部を改正する規則（令和６年10月青森県公安委員会規

則第12号）が別添のとおり制定された。

、 。制定の理由及び内容は下記のとおりであるから 事務処理上誤りのないようにされたい

記

１ 制定の理由

道路交通法の一部を改正する法律（令和６年法律第34号）の一部が施行されることに

伴い、自転車の運転における携帯電話使用等が禁止されるとともに、罰則規定が整備さ

れることから、関係規定の所要の整理を行うため制定されたものである。

２ 制定の内容

第16条第４号の自転車の運転における携帯電話使用等の禁止規定が削除された。

３ 施行期日

令和６年11月１日
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青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
五
日

青
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県
公
安
委
員
会
委
員
長

横

町

俊

明



青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
二
号

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
道
路
交
通
規
則
（
平
成
十
年
九
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
複

数
の
規
定
を
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
標
記
し
た
箇
所
を
含
む
。
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄

に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
運
転
者
の
遵
守
事
項
）

（
運
転
者
の
遵
守
事
項
）

第
十
六
条

法
第
七
十
一
条
第
六
号
の
規
定

第
十
六
条

［
同
上
］

に
よ
り
車
両
の
運
転
者
が
守
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

四

道
路
に
お
い
て
、
携
帯
電
話
用
装
置

（
以
下
「
携
帯
電
話
」
と
い
う
。
）
を

使
用
し
自
転
車
を
運
転
し
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
携
帯
電
話
を
手
で
保
持
す
る

こ
と
な
く
、
か
つ
、
携
帯
電
話
に
表
示

さ
れ
た
画
像
を
注
視
す
る
こ
と
な
く
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四
～
七

［
略
］

五
～
八

［
同
上
］

［
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。
］



備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。


